
 
お客様各位 

平 成 ２ ３ 年 １ ０ 月 吉 日  

愛 知 県 中 央 信 用 組 合  

理 事 長 杉本 泰伸  

 

高浜支店・高浜東支店 店舗統合のお知らせ 

 

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、当組合では諸般の事情を鑑み、平成２３年１１月２８日（月）より高浜支店と高浜東支

店を統合し、「現 高浜東支店（神明町）」を「新 高浜支店」として両店舗の業務を引き継ぎ、

営業させていただくことになりました。 

また、「現 高浜支店（青木町）」は「高浜支店土管坂出張所」としてＡＴＭのみの無人化店舗と

させていただきます。 

長年、当組合をご愛顧いただいておりますお客様に、心より感謝申し上げるとともに、統合後

の「高浜支店（神明町）」となりましても、ご不便、ご迷惑をおかけすることのないよう一層のサ

ービス向上に努めてまいります。 

何卒、ご理解をいただき、引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 
 

平成 23 年 11 月 25 日（金）まで 平成 23 年 11 月 2８日（月）統合後 

高浜支店  （青木町）        ⇒ 高浜支店土管坂出張所（ＡＴＭ店舗）（青木町） 

高浜東支店 （神明町）        ⇒ 高 浜 支 店 （神明町）       

お問い合わせ先 

高 浜 支 店 （店舗番号 ００５） 

高浜市青木町 4-7-45 

    電話 0566-53-0061 

（平日のみ：午前 8：45 から午後 5：30 まで） 

高浜東支店（店舗番号 ０１４） 

高浜市神明町 1-7-10 

 電話 0566-53-6111 

（平日のみ：午前 8：45 から午後 5：30 まで） 

お問い合わせ先 

高 浜 支 店 （店舗番号 ００５） 

高浜市神明町 1-7-10 

電話 0566-53-0061 

0566-53-6111 

（平日のみ：午前 8：45 から午後 5：30 まで） 

 

 



 

お 取 引 の ご 案 内 

（高浜支店をご利用のお客様へ） 

 

 

１．平成２３年１１月２８日（月）以降のお取引について 

 現在ご利用いただいております「高浜支店」は「高浜支店土管坂出張所」に名称変更とな

り、ＡＴＭ専用の無人店舗になります。そして、「高浜支店」は神明町の「現 高浜東支店」

に移転します。お客様には大変ご不便、ご迷惑をおかけすることになりますが、ご理解いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

２．店舗名、店舗番号、口座番号、通帳、キャッシュカード、証書等について 

   全てのお取引の変更はございません。そのままご利用いただけます。 

 

３．ＡＴＭコーナーをご利用のお客様へ 

平成２３年１１月２８日(月)以降、高浜支店は高浜支店土管坂出張所としてＡＴＭのみの無

人化店舗となりご利用いただけます。 

平成２３年１１月２６日（土）と２７日（日）は、高浜支店と高浜東支店およびＴ・ぽーと

のＡＴＭを休止させていただきます。お急ぎの方は高浜支店と高浜東支店およびＴ・ぽーと以

外の当組合本支店および店外ＡＴＭ、他の金融機関、加盟しているコンビニエンスストア等の

ご利用をお願いします。 

ただし、ご利用手数料がかかる場合がありますので、詳しくは店頭でお尋ねになるか、ホー

ムページ等でご確認ください。 

 

４．総合口座を高浜東支店にもお持ちのお客様へ 

 総合口座は一人１口座となっておりますので、平成２３年１１月２８日（月）以降どちらか

の総合口座通帳を普通預金通帳に変更するお手続きをお願いします。 

 

５．年金定期を高浜東支店にもお持ちのお客様へ 

 合算して２００万円未満の場合はそのままで結構です。２００万円を超えている場合も満期

日まではそのままですが、満期日以降は２００万円までとさせていただきます。 

 

６．貸金庫のご利用について 

 移転後の「高浜支店」（現高浜東支店）で引き続きご利用をご希望されるお客様は、平成２

３年１１月２５日（金）までに、ご利用者本人様で貸金庫の中身の移し替えをお願いします。 



 
お 取 引 の ご 案 内 

（高浜東支店をご利用のお客様へ） 

 

 

１．店舗名、店舗番号、口座番号について 

各種ご預金をお取引いただいているお客様の、店舗名は「高浜東支店」から「高浜支店」、

店舗番号は「０１４」から「００５」へ変更となります。なお、お客様が現在お使いのご預

金の口座番号につきましては、変更ありませんのでそのままお使いになれます。 

 

２．預金通帳やキャッシュカードのお取扱いについて 

現在ご使用いただいております通帳は、統合後当組合本支店の窓口でお申し出いただく事に

より引き続きご利用いただけます。キャッシュカードは、当組合ATMでの入出金操作により

引き続きご利用いただけます。なお、定期預金証書等につきましては、ご継続時または払戻し

時までそのままお手元で保管して下さい。 

 

３．ＡＴＭコーナーをご利用のお客様へ 

平成２３年１１月２６日（土）と２７日（日）は、高浜支店と高浜東支店およびＴ・ぽーと

のＡＴＭを休止させていただきます。お急ぎの方は高浜支店と高浜東支店およびＴ・ぽーと以

外の当組合本支店および店外ＡＴＭ、他の金融機関、加盟しているコンビニエンスストア等の

ご利用をお願いします。 

ただし、ご利用手数料がかかる場合がありますので、詳しくは店頭でお尋ねになるか、ホー

ムページ等でご確認ください。 

また、上記「２.」がお済みでないお客様においては、通帳とキャッシュカードを同時にご利

用いただいた場合に不具合が発生することがあります。 

 

４．お振込の受取口座をご指定されているお客様へ 

給与振込・その他各種振込をご指定いただいているお客様は、お勤め先やお取引先等へ平成

２３年１１月２８日以降、振込先店舗名、店舗番号が変更になる旨、お知らせくださいますよ

うお願いいたします。 

 

５．年金の自動受取りをご利用のお客様へ 

国民年金、厚生年金をお受取りのお客様は、当組合にて変更のお手続きをさせていただきま

す。それ以外の年金（共済年金等）をお受取りのお客様は、お手数ですが所定の変更手続き

が一部必要となる場合がございます。変更手続きの必要なお客様には個別にてご連絡させて

いただきます。 

 

 

 

 

 



 
６．公共料金等、自動引落としの変更手続きについて 

・公共料金の自動引落し 

・クレジットカードのご決済 

・その他各種自動引落し等 

当組合にて変更の手続きをさせていただきます。お客様によるお手続は必要ございません。 

なお、当面の間収納機関からの領収書等に旧支店名が表示される場合があります。 

 

７．当座預金の手形帳・小切手帳をご利用のお客様へ 

手形・小切手はそのままご利用いただけます。 

 

８．融資・ローンご利用のお客様へ 

融資・ローンのお取引に関する約定書類他、当組合へ差し入れられた証書・届出書類は、高

浜支店で引き続き使用し、債務・担保の効力は、変動しないものとさせていただきますので、

お客様によるお手続きは必要ございません。 

 

９．マル優・マル特(少額貯蓄非課税)制度ご利用のお客様へ 

税務署への変更手続は当組合でさせていただきますのでお手続きは必要ございません。 

 

10.出資金をお持ちのお客様へ 

出資金の管轄店を高浜支店に変更させていただきます。なお、出資証券につきましてはその

ままお手元で保管して下さい。 

 

11.インターネット・モバイルバンキング・ビジネスバンキングをご利用のお客様へ 

そのままご利用いただけますが、統合の準備中一定の期間ご利用ができなくなりますので、

別途連絡させていただきます。 

また、お振込先の登録で高浜東支店をご指定のお客様は、お振込先に「店舗名」「店舗番号」

「口座番号」をご確認のうえ、ご自身で変更登録をお願いいたします。 

 


